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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 60(オ)615 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 建物収去土地明渡 原審事件番号 昭和 58(ネ)2896 

裁判年月日 昭和 62 年 6 月 5 日 原審裁判年月日 昭和 60 年 1 月 29 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 151 号 135 頁   

 

判示事項 土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例 

裁判要旨 甲所有の土地を買い受けてその所有権を取得したと称する乙から右土地を賃借

した丙が、右賃貸借契約に基づいて平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙に

対し賃料を支払つているなど判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三

条の時効期間の経過により、甲に対して右土地の賃借権を時効取得することが

できる。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。      

 上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

上告代理人長島兼吉の上告理由第一点について 

他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づ

くものであることが客観的に表現されているときには、民法一六三条により、土地の賃借権を

時効取得するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり（昭和四二年（オ）

第九五四号同四三年一〇月八日第三小法廷判決・民集二二巻一〇号二一四五頁、同五一年（オ）

第九九六号同五二年九月二九日第一小法廷判決・裁判集民事一二一号三〇一頁）、他人の土地

の所有者と称する者との間で締結された賃貸借契約に基づいて、賃借人が、平穏公然に土地の

継続的な用益をし、かつ、賃料の支払を継続しているときには、前記の要件を満たすものとし

て、賃借人は、民法一六三条所定の時効期間の経過により、土地の所有者に対する関係におい

て右土地の賃借権を時効取得するに至るものと解するのが相当である。 

これを本件についてみるに、原審は、(１)本件土地を含む分筆前の原判示ａ番ｂの土地は、

もと上告人らの祖父Ｄの所有であつたところ、上告人らは、Ｄの死亡に伴い相続により右土地

の所有権を取得したＥほか九名からそれぞれ三分の一の割合による共有持分の贈与を受け、

昭和四三年四月八日、その旨の共有持分移転登記を経由した、(２)Ｆは、昭和三年の新潟県ｃ

町の大火の後間もなく、Ｄから分筆前の前記土地の提供を受け、その一部である本件土地上に

本件建物を建築し、これを所有してきたが、その後、Ｆの隠居に伴いＧが、次いで同人の死亡

に伴いＨが、それぞれ家督相続により本件建物の所有権を承継取得した、(３)Ｉは、昭和二五

年五月一二日、Ｈから本件建物を買受けると同時に、その敷地である本件土地を建物所有の目

的、賃料一年一六〇〇円の約定で賃借し、同月二五日本件建物につき右売買を原因とする所有

権移転登記を経由したものであるが、その際、Ｈは、Ｉに対し、本件土地を含む分筆前の前記

土地は、ＦがＤから買受けてその所有権を取得したものではあるが、なお問題があり、Ｉに不
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利益が及ぶようなことがあれば、Ｈにおいて責任を持つ旨を約した、(４)Ｉは本件建物に居住

し、その敷地として本件土地を使用する一方、その賃料はＨの姉を通じてＨに支払つてきた、

(５)Ｉは昭和四六年八月三一日に死亡し、被上告人らが相続によつて同人の地位を承継したも

のであるところ、同人の死亡後は、被上告人Ｂが、本件建物に居住し、前同様の方法で昭和五

五年分まで賃料の支払いを続けてきた、(６)Ｉ及び被上告人らは、以上の期間中、上告人らや

本件土地の前所有者から本件土地の明渡を求められることはなかつた、(７)被上告人らは、昭

和五八年八月四日の本訴第一審口頭弁論期日において、Ｉは本件土地について用益を開始し

た昭和二五年五月一二日から二〇年を経た昭和四五年五月一二日の経過とともに本件土地の

所有者に対抗することができる賃借権を時効により取得したとして、右時効を援用する旨の

意思表示をした、との事実を確定している。以上の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照ら

し正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。そして、右の事実関係のも

とにおいては、Ｉの本件土地の継続的な用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的

に表現されているものと認めるのが相当であるから、同人は、民法一六三条所定の二〇年の時

効期間を経た昭和四五年五月一二日の経過により、本件土地の所有者である上告人らに対す

る関係において本件土地の賃借権を時効取得したものであり、被上告人らは、Ｉの死亡に伴

い、相続により右賃借権を承継取得したものということができる。これと同旨の原審の判断は

相当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認

定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することが

できない。 

同第二点について 

所論の主張は、賃借権の取得時効を中断する事由の主張として十分なものとはいえないか

ら、原判決にこれについての判断を欠いた違法があるとしても、右違法は判決の結論に影響を

及ぼすものではないというべきである。したがつて、論旨は採用することができない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島昭 裁判官 香川保一 裁判官

林藤之輔） 

 

 

※参考：判例タイムズ 654 号 124 頁、判例時報 1260 号 7 頁、ジュリスト別冊 195 号 90 頁 

 

 


